
 

 

  一般社団法人徳島県サッカー協会 賞罰・弔意及び見舞い規則 

                                                                               

第１章  総   則 

（目  的） 

第１条 この規則は、一般社団法人徳島県サッカー協会定款第５３条の規定に基づき、こ   

の法人の賞罰、弔意及び見舞いの基準を定めることを目的とする。 

 

第２章  賞   罰 

（表  彰） 

第２条 この法人は、理事会の決議により、この法人の目的達成に功績のあった正会員、   

賛助会員及び正会員となった団体（チーム）並びにそれを構成する個人を表彰する   

ことができる。 

 

（処  罰） 

第３条 この法人は、理事会の決議により、一般社団法人徳島県サッカー協会定款第９条   

に定めるもののほか、つぎの各号に該当する正会員となった加盟団体（チーム）及   

びそれに属する個人を出場停止又は除名することができる。 

   （１）公益財団法人日本サッカー協会が定める懲罰基準に該当する行為のあったとき 

   （２）一般社団法人徳島県サッカー協会が別に定める懲罰基準に該当する行為のあっ    

たとき 

 

第３章  弔意及び見舞い 

（弔意及び見舞い） 

第４条 この法人の役員が、つぎの各号に該当するときは、会長の決議を経て以下の弔意   

・見舞いを行う。 

   （１）役員本人が死亡したとき 

           この法人より 花輪もしくは生花及び金１００，０００円 

   

   （２）同居の父母・配偶者が死亡したとき 

           この法人より 花輪もしくは生花及び金５０，０００円 

  

   （３）役員本人が負傷、入院したとき又は不慮の重大な災害に遭ったとき 

           この法人より  １０，０００円 

 

   ２ この法人の主催する競技会等において、競技中に事故が発生し、この法人の正会

員に属する団体（チーム）の構成員が死亡したり、重大な負傷を被ったとき、会長

の決裁を経て弔慰金、見舞金を出すことができる。 

   ３ この法人に関わる団体及び功労者等の弔意、見舞いについては、会長の決裁を経

て必要な措置を講じることができる。 



 

 

第４章  雑   則 

（細  則） 

第５条 この規則の実施に関しての必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附   則 

   この規則は、平成１６年１１月７日から施行する。 

   この規則の改正は、平成１８年５月１０日から施行する。 

   この規則の改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 


